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【 補 注 】 

本文中、以下の用語については下記の趣旨で使用しているのでご参照されたい。 

 

1 公共施設等･････････････ PFI 法第 2 条第 1項に掲げられた施設（設備を含む。）を指す。 

2 実施方針･･･････････････ PFI法第5条に基づき、公共施設等の管理者等が特定事業の選定及び民間

事業者の選定にあたって策定・公表が求められている特定事業の実施に関

する方針を指す。 

3 事業実施主体･･･････････ PFI 法第 2 条第 3項の公共施設等の管理者等と同義である。 

4 国等･･･････････････････ 国及びPFI事業を実施した特殊法人、独立行政法人、国立大学法人等を指

す。 

5 市区町村･･･････････････ PFI 事業においては、東京都特別区も事業実施主体となり得るため、市町村

に東京都特別区を加えたものを市区町村と呼称している。 

6 特定事業の選定･････････ PFI法第 6条に基づき、基本方針及び実施方針に基づき、実施することが適

切であると認める特定事業を選定することを指す。 

7 事業契約･･･････････････ 基本方針三の 2 に掲げる協定等と同義である。 

8 いわゆる独立採算型･････ 選定事業者が自ら調達した資金により施設の設計・建設・維持管理・運営を

行い、そのコストが利用料金収入等の受益者からの支払いにより回収される

類型を指す。 

9 混合型･････････････････ 選定事業者のコストが、公共部門から支払われるサービス購入料と、利用料

金収入等の受益者からの支払いの双方により回収される類型を指す。VFM

に関するガイドラインに示されている「いわゆるジョイント・ベンチャー型」と同

義。 

10 PPP/PFI ･････････････ 我が国でいうPFIの手法を含めた官民連携のスキームを、国際的にはPPPと

呼称するのが一般的である。なお、本アニュアルレポートでは、他国の制度と

併せて我が国の制度を論ずる3－2－2でPPP/PFIという呼称を用いている。

11 PFI事業･･････････････ 本アニュアルレポートでは、法制度や事業の枠組み等広くPFI全体を指す場

合にPFIという呼称を用い、事業の実態等現に実施されている事業の側面に

重点をおいて説明する場合は PFI 事業という呼称を用いている。 
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